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新
潟
県
中

小
企

業
高
度
化

資
金

等
助
成
規

則
の

一
部
を

改
正

す
る

規
則

を
こ

こ
に

公
布

す
る

。
 

令
和
７
年
1
2
月

2
6
日

 

新
潟
県
知

事
 

 
花
 

角
 

 
英

 
世

 

新
潟
県
規

則
第

5
0
号

 

新
潟
県
中

小
企

業
高
度
化

資
金

等
助
成
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
 

新
潟
県
中

小
企

業
高
度
化

資
金

等
助
成
規

則
（

昭
和
4
3
年

新
潟

県
規

則
第

４
号

）
の

一
部

を
次

の
表

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

（
下
線
及

び
太

枠
部
分
は

改
正

部
分
）

 

改
正

後
 

改
正

前
 

別
表
第
１

（
第

３
条
、
第
1
0
条

関
係
）

 

番 号
 

貸
付

金

の
種
類

 

貸
付
対
象

者
 

貸
付

対
象

施
設

 

利
 
率

 

（
年

利
）

償
還

期
間

（
据

置
期

間
を

含

む
｡
)
 

据
置

期
間

 

貸
付

金

の
額

 

（
略
）

 

２
 
受

託
中

小
振

興

計
画

承

認
グ

ル

ー
プ

資

金
 

受
託
中

小
振

興
計

画
承
認

グ
ル

ー
プ

事
業
を

行
う

受
託

中
小
企

業
振

興
法

（
昭
和

4
5
年

法
律

第
1
4
5
号
）
第

５
条

第
１
項

に
規

定
す

る
中
小

受
託

事
業

者
等

 

受
託

中
小

振
興

計
画

承
認

グ
ル

ー
プ

事
業

の
用

に
供

す
る

土

地
、
建
物
、

構
築

物
又

は
設
備

 

（
略

）
 

（
略
）

 

備
考
 
こ

の
表

に
お
い
て

、
次

の
各
号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に

定
め
る
と

こ
ろ

に
よ
る
。

 

(
1
)
 
（
略

）
 

(
2
)
 
受
託

中
小

振
興
計
画

承
認

グ
ル
ー
プ

事
業

 
政

令
第

３
条

第
１

項
第

１
号

ロ
に

掲
げ

る
事
業
の

う
ち

、
省
令
第

2
7
条

の
基
準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

つ
て

知
事

が
別

に
定

め

る
基
準
に

適
合

す
る
も
の

 

別
表

第
１

（
第

３
条

、
第
1
0
条

関
係
）

 

番 号
 

貸
付

金

の
種

類
 

貸
付
対
象

者
 

貸
付

対
象

施
設

 

利
 
率

 

（
年
利
）

償
還

期
間

（
据

置
期

間
を

含

む
｡
)
 

据
置

期
間

 

貸
付
金

の
額

 

（
略

）
 

２
 
下

請
振

興
事

業

計
画

承

認
グ

ル

ー
プ

資

金
 

下
請

振
興
事

業
計

画
承
認

グ
ル

ー
プ

事
業
を

行
う

下
請

中
小
企

業
振

興
法

（
昭
和

4
5
年

法
律

第
1
4
5
号
）
第

５
条

第
１

項
に
規

定
す

る
特

定
下
請

組
合

等
 

下
請

振
興

事
業

計
画

承
認

グ
ル

ー
プ

事
業

の
用

に
供

す
る

土

地
、
建
物
、

構
築

物
又

は
設
備

 

（
略
）

 

（
略

）
 

備
考

 
こ

の
表

に
お

い
て

、
次

の
各
号
に

掲
げ

る
用
語
の

意
義

は
、
そ
れ

ぞ
れ

当
該
各
号

に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
る
。

 

(
1
)
 
（

略
）

 

(
2
)
 
下

請
振

興
事

業
計
画

承
認

グ
ル
ー
プ

事
業

 
政
令
第

３
条

第
１
項
第

１
号

ロ
に
掲
げ

る
事

業
の

う
ち

、
省
令
第
2
7
条

の
基
準
に

適
合

す
る
も
の

で
あ

つ
て
知
事

が
別

に
定
め

る
基

準
に

適
合

す
る
も
の

 

(
2
)
の

２
～

(
1
4
)
 

（
略
）

 

 

(
2
)
の

２
～

(
1
4
)
 

（
略
）
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別
表
第
３

（
第

３
条
関
係

）
 

番 号
 

要
 
 
 

 
件

 

（
略
）

 

1
8
 

別
表
第
１

備
考

第
２
号
、

第
３

号
か
ら
第

７
号

ま
で

又
は

第
９

号
に

掲
げ

る
事

業
の

う
ち
、
受
託
中

小
企
業
振

興
法

第
７
条
第

２
項

に
規

定
す

る
承

認
計

画
に

基
づ

き
実

施
す
る
も
の
で

あ
つ
て
当
該

事
業
に
参
加

す
る

事
業

者
の

う
ち

7
0
パ

ー
セ

ン
ト

以
上

が
承
認
計

画
に

記
載
さ
れ

た
中

小
企
業
者

で
あ

る
も

の
に

係
る

貸
付

け
 

（
略
）

 

別
表

第
３

（
第

３
条

関
係

）
 

番 号
 

要
 
 
 

 
件

 

（
略

）
 

1
8
 

別
表

第
１

備
考

第
２
号
、

第
３

号
か
ら
第

７
号

ま
で
又
は

第
９

号
に
掲
げ

る
事

業
の

う
ち

、
下

請
中

小
企
業
振

興
法

第
７
条
第

２
項

に
規
定
す

る
承

認
計
画
に

基
づ

き
実

施
す

る
も

の
で

あ
つ
て
当
該

事
業
に
参
加
す

る
事
業
者
の
う

ち
7
0
パ
ー
セ
ン

ト
以
上

が
承

認
計

画
に

記
載
さ
れ

た
中

小
企
業
者

で
あ

る
も
の
に

係
る

貸
付
け

 

（
略

）
 

 
 

 
 

附
則

 

（
施
行
期

日
）

 

１
 
こ

の
規
則

は
、
令
和

８
年

１
月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

（
経
過
措

置
）

 

２
 
こ

の
規
則

の
施
行
の

際
、

改
正
前
の

新
潟

県
中
小

企
業

高
度

化
資

金
等

助
成

規
則

の
規

定
に

基
づ

き
現

に
貸

し
付

け
て

い
る
貸
付
金

に
つ

い
て
は
、

な
お

従
前
の

例
に
よ

る
。
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